
 

 

 

 

 

 

 

「インボイス制度は免税事業者の問題であり、課税事業者は手間が増えるだけでとくに大きな

デメリットを受けることはない！」と思っていませんか？そのような社長や経理担当者が実際

多いので、正しく理解していただきたいという想いから今回この勉強会を企画しました。 

インボイス制度は「消費税の増税」です。さらに消費税率を１５％２０％にするための地な

らしのための制度であり、簡易課税もそのうち無くなると言われています。つまりその段階で

資金繰りが悪化し多くの課税事業者の経営が行き詰まることが容易に想像できます。 

この勉強会に参加すれば、インボイス制度の導入によってあなたの会社がどのようなメリッ

ト・デメリットを受けるのか？そして、どう対処すれば資金繰りが楽になるのか？取引先に対

してどう対応すればいいのか？などがわかるようになります。この機会に、他では得ることが

できない貴重な情報を手に入れてみませんか？ 

■開催日時：令和５年５月２４日（水）１４：００～１６：００ 受付１３：３０～ 

■開催場所：東区プラザ 講座室２ 新潟市東区下木戸 1 丁目 4 番 1 号（東区役所 2 階） 

■受 講 料：今回は無料！（限定３０名） ※先着順で締め切ります。 
■内  容：（予定） 

 

 ■講 師：  神田 知宜（かんだ とものり） 
神田知宜税理士事務所 所長／株式会社神田どんぶり勘定事務所 代表取締役 
自身の youtube チャンネル登録者数 24,000 人超。Twitter フォロワー数 5,400 人超、

その他「チャンネル桜」にゲスト出演、「三橋 TV」にゲスト出演、れいわ新選組（超党

派）の街宣にゲスト参加、元・自民党衆議院議員安藤裕氏の youtube チャンネルにコラ

ボ出演、「第一回日本の未来を考える勉強会」ゲスト講師、web 情報誌「マネーボイス」

に寄稿、「インボイス RADIO」にゲスト出演、「VOICTION ラジオ」にゲスト出演、イ

ンボイス制度の中止を求める税理士の会（国会決起集会）に登壇、雑誌「アニメージュ」

インボイス特別対談企画に参加など。 

【お問合せ先】〒950-0891 新潟市東区上木戸 2-4-14 神田知宜税理士事務所 TEL：025-271-1033 FAX：025-271-1053 
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事業者である経営者・経理担当者は必見！！（顧問先・先行予約受付！） 

消費税・インボイス制度勉強会！ 
～９９％の社長が知らない消費税・インボイス制度の真実とは？～ 

  なぜ課税事業者も潰れるのか？ 

 ９割が知らないインボイス制度の本当

の「抜け道」とは？ 

 取引先に迷惑を掛けないようにするた

めの具体的方法とは？ 

 ９９％が騙された消費税の真っ赤な嘘 

 あの超人気ユーチューバーが非公開に 

 免税事業者は預かった消費税を「横領」

しているのか？ 

 消費税は平等で公平な税金なのか？ 

 消費税は本当に社会保障費に使われて

いるのか？ 

 日本の消費税率は欧州のそれより低

い！はウソ！など 

限定３０名！先着順！お申込みは今すぐＦＡＸ ☞ ０２５-２７１-１０５３ 


